
交換 × 締付 Ｔ
定期点検整備記録簿

 自動車登録番号：

点検 3 修理 △ 清掃 Ｃ  車名及び形式  車台番号

分解 ○ 調整 Ａ 給油 Ｌ キャンピングトレーラー

点検の結果及び整備の概要

(I) (II) ■　キャンピング装備

・寝台装置の取付、がた

・シンク／調理台の取付、がた

■ 制動装置 ・コンロの取付、がた

・ブレーキのきき具合 ・給水タンクの取付、がた

・駐車ブレーキ機構の引きしろ ・排水タンクの取付、がた

・駐車ブレーキのきき具合 ・ガス配管の損傷、緩み、漏れ

・ドラムとライニングとのすき間 ・水配管の損傷、緩み、漏れ

・シューの部分及びライニングの摩耗 ・電気配線の接続部の緩み、損傷

・ドラムの摩耗及び損傷 ■　連結装置 ・高圧ガスボンベ固定装置のがた

・カプラの機能及び損傷、がた

■ 走行装置   その他の点検項目等・主な交換部品

・タイヤの状態 ・連結装置のロック機能

・ホイール・ベアリングのがた ■　その他の被牽引車としての装置

■ 緩衝装置

・ラバー・サスペンション・スプリングの損傷

・ジョッキー・ホイール取付部の緩み、がた

・安定ジャッキの損傷、がた、給油脂状態

■ その他

・施錠装置の作用

・車枠及び車台の緩み、損傷

・シャシ各部の給油脂状態

●タイヤの溝の深さ
軸輪

右 左  点検、又は整備を実施した者の氏名 又は名称及び所在地

mm mm 点  検  の  年  月  日 　         年　   月　   日

●ブレーキ・パッド、
軸輪

右 左 　         年　   月　   日

　ライニングの厚さ mm mm
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24ヶ月定期点検整備

自動車点検基準　別表第４(自家用      
貨物車等)に基づく点検項目

日常点検項目、及び特殊な構造装置車　
に対して必要と認められた点検項目

■　日常点検項目(除:定期点検実施項目)

・ランプ類・方向指示器の点灯、点滅、汚れ、損傷

・側面窓の固定（左右2面のみ）

・ヒッチボールの摩耗、損傷、取付部緩み、がた

・ホイール・ナット又は、ホイール・ボルトの緩み

・慣性ブレーキのオーバーラン・デバイスの作用

・緊急ブレーキ・ワイヤーの緩み、損傷

・ブレーキ・ロッド、ケーブル類緩み、がた、損傷

・サスペンション取付・連結部の緩み、がた、損傷

・ショック・アブソーバの油漏れ、損傷

・サポート・ハンドル取付部の緩み、がた、損傷

  (1.6mm 以上)

整備(検査)を完了した年月日

点検(整備)時の総走行距離数 不明    Km
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